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所管課名 森林づくり推進課 整理番号 3-7

処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定（過去に処分事例がないため）

　　　森林病害虫等防除法第５条第２項に規定する命令については、高度公益機能
　　松林又は被害拡大防止松林につき、森林病害虫等を早期かつ徹底的に駆除し、
　　又はそのまん延を防止するため、特に必要が有る場合において、当該地域にお
　　ける松くい虫の被害の発生量、被害の傾向、まん延の状況、森林資源の保護、
　　国土保全上の必要性等を総合的に勘案して判断することとする。

－

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

特別伐倒駆除命令

森林病害虫等防除法第5条第2項

　松くい虫等が異常にまん延して特に公益的機能の高い森林に重大な損害を与えるおそ
れがある時は、伐倒駆除によるほか、早期かつ徹底的に駆除し、又はそのまん延を防止
するため、特に必要があると認められるときは、高度公益機能松林又は被害拡大防止松
林につき、当該森林を所有し、又は管理する者に対して特別伐倒駆除を命ずる。


